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平成３０年（２０１８年）８月３０日 

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料 

教育委員会事務局学校・地域連携担当 

 

中野区立小中学校再編計画に基づく通学区域の変更について 

 

１ 学校の統合及び第２次再編計画に基づく通学区域変更 

  中野区立小中学校再編計画（第２次）（以下、「第２次再編計画」という。）

に基づき、平成３１年４月１日に次のとおり通学区域の変更を行う。 

 

（１）統合による通学区域の変更 

ａ) 中野第一小学校の通学区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ) 統合新校の中野第一小学校の通学区域を次のように規定する。  

中野第一小学校  弥生町一丁目  全域  

弥生町二丁目  １番から２２番まで  

本町一丁目  全域  

本町二丁目  全域  

本町三丁目  全域  

中央二丁目  ３１番、３２番、４６番から４８番まで  

 

 

 

 

 

 

統合新校（新校舎）の位置 

桃園小 

向台小 
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（２）小・中学校の通学区域の整合を図るための変更（小学校） 

ａ)-1 谷戸小学校と桃花小学校の通学区域図 

 

ａ)-2 鷺宮小学校と上鷺宮小学校の通学区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桃花小 

谷戸小 

谷戸小から桃花小へ変更 

桃花小から谷戸小へ変更 

 

鷺宮小 

上鷺宮小 

※鷺宮小から上鷺宮小へ変更 
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ｂ) 谷戸小学校、鷺宮小学校、上鷺宮小学校、桃花小学校の通学区域を次

のように改める。 

谷戸小学校  中央二丁目 ３５番から４４番まで、４９番から５９番まで 

中央三丁目 全域 

東中野二丁目 ９番から１６番まで、２９番から３６番まで 

中野一丁目 全域 

鷺宮小学校  若宮三丁目 ５８番 

白鷺一丁目 ３０番、３１番 

鷺宮一丁目 ６番、１４番、１５番、１６番（線路の北側）、１７番

から２１番まで、２４番から３１番まで 

鷺宮二丁目 全域 

鷺宮三丁目 全域 

鷺宮四丁目 全域 

上鷺宮小学校  上鷺宮一丁目 全域 

上鷺宮二丁目 １番から１１番まで、１６番から２０番まで、２２番か

ら２４番まで 

上鷺宮三丁目 全域 

上鷺宮四丁目 全域 

桃花小学校  中央四丁目 全域  

中央五丁目 全域  

中野二丁目 全域  

中野三丁目 全域  

 

（３）小・中学校の通学区域の整合を図るための変更（中学校） 

ａ)-1 「第五中学校、中野中学校」の通学区域図 

 

中野中から第五中へ変更 

中野中 

中野東中 

第五中 



4 

 

ａ)-2 「第八中学校、北中野中学校」の通学区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ)-3 「第四中学校、緑野中学校、中野中学校」の通学区域図 

 

  

第八中 

北中野中 

北中野中から第八中へ変更 

緑野中 

第四中 緑野中から第四中へ変更 

中野中から第四中へ変更 

第四中から緑野中へ変更 
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ｂ)  第四中学校、第五中学校、第八中学校、北中野中学校、緑野中学校、

中野中学校の通学区域を次のように改める。 

第四中学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

野方一丁目  ３６番から４２番まで、４９番から５８番まで 

野方二丁目  ３４番から６９番まで 

野方五丁目  ６番、７番（１号から５号まで、１８号から２３号まで、

野方団地）、８番、９番 

大和町一丁目  全域  

大和町二丁目  全域  

大和町三丁目  全域  

大和町四丁目  全域  

若宮一丁目  １番から３番まで、４番（１号から８号まで、２１号か

ら２３号まで）、７番（１号から９号まで、１５号、１

６号）、８番（１号から６号まで、１４号から１９号ま

で）、１１番（１号、２号、１５号） 

若宮二丁目  全域  

白鷺一丁目  １番から３番まで、５番 

第五中学校  上高田一丁目 １番から３番まで（旧水路の北側）、４番から２５番ま

で、２６番（旧水路の北側）、２７番（旧水路の北側）、

２８番、２９番、３０番（旧水路の北側）、３１番（旧

水路の北側）、３２番、３３番、３４番から３７番まで

（旧水路の北側）、３８番から５０番まで 

上高田二丁目 １番（旧水路の北側）、２番、３番（旧水路の北側）、

４番から３９番まで、４０番（旧水路の北側）、４１番

から５８番まで 

上高田三丁目 全域  

上高田四丁目 全域  

上高田五丁目 全域  

新井一丁目 ２番（１８号から２４号まで、２５号（私道の北側））、

４番から４３番まで 

新井三丁目 １番から８番まで 

新井四丁目 全域  

新井五丁目 全域  

沼袋一丁目 １番から１４番まで 

松が丘一丁目 １番から３１番まで 

松が丘二丁目 １番から９番まで 

第八中学校  若宮三丁目  全域  

白鷺一丁目  ４番、６番から３１番まで 

白鷺二丁目  全域  

白鷺三丁目  全域  

鷺宮一丁目  ６番、１４番から２１番まで、２４番から３１番まで 
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鷺宮二丁目  全域  

鷺宮三丁目  全域  

鷺宮四丁目  全域  

北中野中学校  

 

 

 

 

 

鷺宮五丁目  全域  

鷺宮六丁目  全域  

上鷺宮一丁目  全域  

上鷺宮二丁目  全域  

上鷺宮三丁目  全域  

上鷺宮四丁目  全域  

上鷺宮五丁目  全域  

緑野中学校  新井二丁目  ９番から１９番まで 

新井三丁目  ９番から３８番まで 

沼袋三丁目  全域  

沼袋四丁目  全域  

江古田四丁目  ２０番から４３番まで 

丸山一丁目  全域  

丸山二丁目  全域  

野方二丁目  １番から１５番まで、２３番から３３番まで 

野方三丁目  全域  

野方四丁目  全域  

野方五丁目  １番から５番まで、７番（６号から１７号まで）、１０

番から３５番まで 

野方六丁目  全域  

若宮一丁目  ４番（１２号から２０号まで）、５番、６番、７番（１

０号から１４号まで）、８番（７号から１３号まで）、

９番、１０番、１１番（５号から１４号まで）、１２番

から５９番まで 

鷺宮一丁目  １番から５番まで、７番から１３番まで、２２番、２３

番 

中野中学校  中央四丁目 全域  

中央五丁目 全域  

中野二丁目 全域  

中野三丁目 全域  

中野四丁目 全域  

中野五丁目 全域  

上高田二丁目  １番（旧水路の南側）、３番（旧水路の南側）、４０番

（旧水路の南側） 

新井一丁目 １番、２番（１号から１７号まで、２５号（私道の南側）、

２６号から２８号まで）、３番 

新井二丁目 １番から８番まで、２０番から５１番まで 
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野方一丁目 １番から３５番まで、４３番から４８番まで 

野方二丁目 １６番から２２番まで 

 

２ 上鷺宮一丁目、二丁目地区における通学区域の見直し 

（１）内容 

第２次再編計画においては、第八中学校、北中野中学校の通学区域について、

平成３１年度から、北中野中学校の通学区域のうち鷺宮小学校、西中野小学校

の通学区域を第八中学校の通学区域に変更するとしている。 

このうち、上鷺宮一丁目、二丁目の部分（図Ａの部分）について、第２次再

編計画策定時に区民からの意見を踏まえ教育委員会にて協議することとして

いたため、改めて今般、教育委員会で協議、議決し、引き続き北中野中学校の

通学区域とするとともに小・中学校の通学区域の整合性を図るため、小学校の

通学区域を鷺宮小学校から上鷺宮小学校に変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）変更の理由 

通学区域については、幹線道路や鉄道の横断、小学校と中学校の通学区域

の整合性、通学距離、地域コミュニティの観点を総合的に判断し調整するこ

ととしており、幹線道路の横断、当該地域の町会区域との関係性、現在指定

校変更している児童の状況等を踏まえ判断した。 

 

第八中 

北中野中 鷺宮小から上鷺宮小へ変更 

北中野中から第八中へ変更 

北中野中から第八中へ変更 

 
Ａ 

 

 Ｂ 
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３ 今後の予定 

平成３０年９月   学校、ＰＴＡ・保護者等への周知 

 


